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示

福
井
県
告
示
第
１
３
８
号

福
井
県
農
業
経
営
基
盤
強
化
措
置
特
別
会
計
事
務

取
扱
交
付
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
２
０
年
３
月
７
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

福
井
県
農
業
経
営
基
盤
強
化
措
置
特
別
会
計

事
務
取
扱
交
付
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
告
示

福
井
県
農
業
経
営
基
盤
強
化
措
置
特
別
会
計
事
務

取
扱
交
付
金
交
付
規
程
（
昭
和
６
１
年
福
井
県
告
示

第
２
０
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

福
井
県
農
業
経
営
基
盤
強
化
事
業
事
務
取
扱

交
付
金
交
付
規
程

第
１
条
中
「
農
業
経
営
基
盤
強
化
措
置
特
別
会
計

事
務
取
扱
交
付
金
」
を
「
農
業
経
営
基
盤
強
化
事
業

事
務
取
扱
交
付
金
」
に
改
め
る
。

第
２
条
中
「
農
業
経
営
基
盤
強
化
措
置
特
別
会
計

」
を
「
農
業
経
営
基
盤
強
化
事
業
」
に
、
「
、
市
町

村
」
を
「
、
市
町
」
に
、
「
市
町
村
等
」
を
「
市
町

等
」
に
改
め
る
。

第
４
条
中
「
市
町
村
等
」
を
「
市
町
等
」
に
、
「

交
付
金
交
付
申
請
書
」
を
「
農
業
経
営
基
盤
強
化
事

業
事
務
取
扱
交
付
金
交
付
申
請
書
」
に
改
め
る
。

第
５
条
第
１
項
中
「
市
町
村
等
」
を
「
市
町
等
」

に
改
め
る
。

第
６
条
中
「
市
町
村
等
」
を
「
市
町
等
」
に
、
「

精
算
報
告
書
」
を
「
農
業
経
営
基
盤
強
化
事
業
事
務

取
扱
交
付
金
精
算
報
告
書
」
に
改
め
る
。

第
７
条
中
「
市
町
村
等
」
を
「
市
町
等
」
に
改
め

る
。第
８
条
中
「
市
町
村
等
」
を
「
市
町
等
」
に
、
「

当
該
事
業
」
を
「
当
該
交
付
金
に
係
る
事
務
」
に
改

め
る
。

第
９
条
中
「
規
定
」
を
「
規
程
」
に
、
「
、
事
業

」
を
「
同
条
の
事
務
」
に
改
め
る
。

様
式
第
１
号
中
「
市
町
村
等
」
を
「
市
町
等
」
に

、
「

年
度
農
業
経
営
基
盤
強
化
措
置
特
別
会
計

事
務
取
扱
交
付
金
交
付
申
請
書
」
を
「
農
業
経
営
基

盤
強
化
事
業
事
務
取
扱
交
付
金
交
付
申
請
書
」
に
、

「
農
業
経
営
基
盤
強
化
措
置
特
別
会
計
関
係
事
業
」

を
「
農
業
経
営
基
盤
強
化
事
業
に
係
る
事
務
」
に
、

「
福
井
県
農
業
経
営
基
盤
強
化
措
置
特
別
会
計
事
務

取
扱
交
付
金
交
付
規
程
」
を
「
福
井
県
農
業
経
営
基

盤
強
化
事
業
事
務
取
扱
交
付
金
交
付
規
程
」
に
、
「

事
業
の
目
的
」
を
「
目
的
」
に
、
「
事
業
計
画
書
」

を
「
実
施
計
画
書
」
に
、
「
事
業
の
種
別
」
を
「
事

務
の
種
別
」
に
改
め
る
。

様
式
第
２
号
中
「
市
町
村
等
」
を
「
市
町
等
」
に

、
「

年
度
農
業
経
営
基
盤
強
化
措
置
特
別
会
計

事
務
取
扱
交
付
金
精
算
報
告
書
」
を
「
農
業
経
営
基

盤
強
化
事
業
事
務
取
扱
交
付
金
精
算
報
告
書
」
に
、

「
農
業
経
営
基
盤
強
化
措
置
特
別
会
計
関
係
事
業
」

を
「
農
業
経
営
基
盤
強
化
事
業
に
係
る
事
務
」
に
改

め
、
「
実
施
し
た
の
で
」
の
次
に
「
、
福
井
県
農
業

経
営
基
盤
強
化
事
業
事
務
取
扱
交
付
金
交
付
規
程
に

よ
り
、

年
度
に
お
け
る
交
付
金
に
つ
い
て
」
を

加
え
、
「
事
業
実
績
書
」
を
「
実
績
報
告
書
」
に
、

「
事
業
の
種
別
」
を
「
事
務
の
種
別
」
に
改
め
る
。

別
紙
１
か
ら
別
紙
５
ま
で
の
規
定
中
「
事
業
計
画

書
（
事
業
実
績
書
）
」
を
「
実
施
計
画
書
（
実
績
報

告
書
）
」
に
改
め
る
。

附
則

こ
の
告
示
は
、
平
成
２
０
年
３
月
７
日
か
ら
施
行

す
る
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
１
３
９
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
２
６
年
法

律
第
２
４
９
号
）
第
２
９
条
の
規
定
に
よ
り
、
保
安

林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の

で
、
同
法
第
３
０
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

告
示
す
る
。

平
成
２
０
年
３
月
７
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

今
立
郡
池
田
町
志
津
原
４
９
字
林
之
谷
１
８
の

２
、
２
０
の
１
、
２
１
の
１
、
２
２
、
２
３
の
４

、
２
３
の
６

２
指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

３
指
定
施
業
要
件

�
立
木
の
伐
採
の
方
法

ア
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐

に
よ
る
。

志
津
原
４
９
字
林
之
谷
２
１
の
１
・
２
３

の
６
（
以
上
の
２
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示

す
部
分
に
限
る
。
）

イ
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係

る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

ウ
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐

期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

エ
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

�
立
木
の
伐
採
の
限
度
な
ら
び
に
植
栽
の
方
法

・
期
間
お
よ
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
お
よ
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省

略
し
、
そ
の
図
面
お
よ
び
関
係
書
類
を
福
井
県
庁
お
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よ
び
池
田
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
１
４
０
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
２
６
年
法

律
第
２
４
９
号
）
第
２
９
条
の
規
定
に
よ
り
、
保
安

林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の

で
、
同
法
第
３
０
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

告
示
す
る
。

平
成
２
０
年
３
月
７
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

大
野
市
長
野
３
６
字
船
久
保
７
の
２
、
１
０
の

２
、
１
１
の
２
、
１
２
の
３
、
上
半
原
２
６
字
多

母
谷
ノ
二
１
の
７
０
か
ら
１
の
７
２
ま
で
、
２
７

字
多
母
谷
ノ
三
１
の
１
０

２
指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

３
指
定
施
業
要
件

�
立
木
の
伐
採
の
方
法

ア
主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

イ
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐

期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

ウ
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

�
立
木
の
伐
採
の
限
度
な
ら
び
に
植
栽
の
方
法

・
期
間
お
よ
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書

類
を
福
井
県
庁
お
よ
び
大
野
市
役
所
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
１
４
１
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
２
６
年
法

律
第
２
４
９
号
）
第
２
９
条
の
規
定
に
よ
り
、
保
安

林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の

で
、
同
法
第
３
０
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

告
示
す
る
。

平
成
２
０
年
３
月
７
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

今
立
郡
池
田
町
千
代
谷
８
４
字
ス
バ
リ
イ
ジ
谷

堂
谷
１
９
の
１
、
１
９
の
２
、
２
０
の
１
、
２
０

の
２
、
２
１
か
ら
２
６
ま
で
、
２
７
の
１
、
２
７

の
２
、
２
８
か
ら
３
３
ま
で
、
８
５
字
繁
木
谷
田

ノ
中
田
１
８
の
１
、
１
９
、
２
０

２
指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

３
指
定
施
業
要
件

�
立
木
の
伐
採
の
方
法

ア
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐

に
よ
る
。

千
代
谷
８
４
字
ス
バ
リ
イ
ジ
谷
堂
谷
１
９

の
２
・
２
０
の
１
・
２
０
の
２
・
２
１
・
３

２
・
８
５
字
繁
木
谷
田
ノ
中
田
１
８
の
１
・

１
９
・
２
０
（
以
上
の
８
筆
に
つ
い
て
次
の

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

イ
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係

る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

ウ
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐

期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

エ
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

�
立
木
の
伐
採
の
限
度
な
ら
び
に
植
栽
の
方
法

・
期
間
お
よ
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
お
よ
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省

略
し
、
そ
の
図
面
お
よ
び
関
係
書
類
を
福
井
県
庁
お

よ
び
池
田
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
１
４
２
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
２
６
年
法

律
第
２
４
９
号
）
第
２
９
条
の
規
定
に
よ
り
、
保
安

林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の

で
、
同
法
第
３
０
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

告
示
す
る
。

平
成
２
０
年
３
月
７
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

今
立
郡
池
田
町
松
ケ
谷
３
４
字
大
林
３
４
、
３

６
字
上
尾
山
５
の
１
、
５
の
２
、
６
、
７
、
３
７

字
尾
山
谷
１
、
７
３
字
尾
山
谷
平
７
か
ら
１
２
ま

で
、
１
３
の
１
、
１
３
の
２
、
１
６
、
１
７
、
１

８
の
３

２
指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

３
指
定
施
業
要
件

�
立
木
の
伐
採
の
方
法

ア
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐

に
よ
る
。

松
ケ
谷
３
７
字
尾
山
谷
１
・
７
３
字
尾
山

谷
平
１
３
の
１
・
１
７
（
以
上
の
３
筆
に
つ

い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

イ
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係

る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

ウ
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐

期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

エ
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

�
立
木
の
伐
採
の
限
度
な
ら
び
に
植
栽
の
方
法

・
期
間
お
よ
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
お
よ
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省

略
し
、
そ
の
図
面
お
よ
び
関
係
書
類
を
福
井
県
庁
お

よ
び
池
田
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
１
４
３
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
４
３
年
法
律
第
１
０
０
号
）

第
２
１
条
第
２
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
１
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を
変

更
し
た
い
の
で
、
同
法
第
２
１
条
第
２
項
の
規
定
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
７
条
第
１
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
都
市
計
画
の
案

を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
、
縦
覧
期

間
満
了
の
日
ま
で
に
福
井
県
知
事
に
意
見
書
を
提
出

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
２
０
年
３
月
７
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
都
市
計
画
の
種
類

嶺
北
北
部
都
市
計
画
道
路
３
・
６
・
２
９
号

金
津
細
呂
木
線
、
３
・
５
・
３
０
号
金
津
川
上
線

お
よ
び
３
・
６
・
２
６
号
芦
原
金
津
線

２
都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

�
３
・
６
・
２
９
号
金
津
細
呂
木
線
に
係
る
土

地
の
う
ち
削
除
す
る
部
分

あ
わ
ら
市
高
塚
２
字
、
７
字
、
８
字
、
１
２

字
、
１
３
字
、
１
４
字
お
よ
び
４
０
字
の
各
一

部

�
３
・
５
・
３
０
号
金
津
川
上
線
に
係
る
土
地

の
う
ち
削
除
す
る
部
分

あ
わ
ら
市
北
４
字
、
５
字
、
６
字
、
９
字
、

１
０
字
お
よ
び
１
１
字
の
各
一
部
な
ら
び
に
同

中
川
１
２
字
お
よ
び
１
５
字
の
各
一
部

�
３
．
６
．
２
６
号
芦
原
金
津
線
に
係
る
土
地

の
す
べ
て
を
削
除

あ
わ
ら
市
二
面
２
０
字
、
３
４
字
、
４
１
字

、
４
３
字
お
よ
び
４
４
字
の
各
一
部
な
ら
び
に

二
面
一
丁
目
の
一
部

３
都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
場
所
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福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
土
木
部
都
市
計
画
課

あ
わ
ら
市
市
姫
１
丁
目
１
番
１
号

あ
わ
ら
市
土
木
部
建
設
課

４
縦
覧
期
間

自
平
成
２
０
年
３
月
７
日

至
平
成
２
０
年
３
月
２
１
日

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
１
４
４
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
４
３
年
法
律
第
１
０
０
号
）

第
２
１
条
第
２
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
１
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を
変

更
し
た
い
の
で
、
同
法
第
２
１
条
第
２
項
の
規
定
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
７
条
第
１
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
都
市
計
画
の
案

を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
、
縦
覧
期

間
満
了
の
日
ま
で
に
福
井
県
知
事
に
意
見
書
を
提
出

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
２
０
年
３
月
７
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
都
市
計
画
の
種
類

三
方
都
市
計
画
道
路
１
・
４
・
１
号
若
狭
縦

貫
自
動
車
道

２
都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

�
変
更
す
る
部
分

福
井
県
三
方
上
中
郡
若
狭
町
気
山
１
７
０
号

秋
白
子
、
２
３
５
号
西
猪
ノ
向
、
２
３
６
号
東

猪
ノ
向
、
２
３
８
号
青
女
原
、
２
４
１
号
白
女

原
、
２
４
２
号
赤
女
原
、
２
４
３
号
紫
女
原
、

２
５
２
号
陽
白
良
喜
、
２
５
３
号
丸
山
、
２
５

４
号
丑
丸
山
、
２
５
５
号
寅
丸
山
、
２
５
６
号

卯
丸
山
、
２
６
２
号
総
山
下
、
２
６
３
号
九
日

田
、
２
６
４
号
地
蔵
前
、
２
６
５
号
水
分
、
２

６
６
号
総
畑
、
２
６
９
号
新
関
口
、
２
７
０
号

北
関
ヶ
谷
、
２
７
１
号
南
関
ヶ
谷
、
２
７
６
号

萱
田
、
２
８
３
号
堂
谷
、
２
８
４
号
堂
谷
畑
、

２
８
５
号
脇
堂
谷
、
２
８
６
号
南
萱
田
、
３
０

３
号
関
ヶ
谷
、
３
０
７
号
地
蔵
山
、
３
０
９
号

大
谷
ヘ
ラ
、
３
１
０
号
屯
林
谷
、
３
２
２
号
古

城
山
お
よ
び
３
２
３
号
堂
谷
鼻
な
ら
び
に
三
方

２
号
山
ヶ
崎
な
ら
び
に
海
山
９
３
号
山
堀
な
ら

び
に
生
倉
６
号
山
本
、
７
号
山
下
、
３
８
号
大

門
、
４
０
号
縄
引
お
よ
び
４
１
号
観
音
川
南
な

ら
び
に
鳥
浜
１
０
号
横
割
、
１
１
号
大
開
、
５

５
号
渡
川
、
９
８
号
夏
浦
、
１
０
７
号
猪
田
、

１
１
０
号
中
加
屋
、
１
１
２
号
友
直
、
１
１
３

号
加
屋
、
１
１
４
号
弁
天
、
１
１
６
号
寺
前
、

１
２
０
号
開
田
、
１
２
３
号
椎
端
お
よ
び
１
４

０
号
椎
山
な
ら
び
に
向
笠
６
１
号
下
山
田
、
６

３
号
蛇
子
加
浦
、
６
６
号
南
仏
浦
、
６
７
号
仏

浦
、
６
９
号
上
鶴
田
、
７
０
号
町
田
、
７
２
号

海
鳥
、
７
４
号
花
加
屋
、
７
５
号
甲
茂
、
９
６

号
稗
田
、
１
０
０
号
夏
浦
、
１
１
３
号
仏
浦
お

よ
び
１
２
８
号
夏
浦
山
な
ら
び
に
佐
古
２
２
号

馬
場
脇
、
２
６
号
西
、
２
７
号
板
坂
、
２
８
号

松
本
、
３
０
号
腰
前
、
３
２
号
滝
谷
、
３
３
号

元
坂
、
３
５
号
宮
ノ
奥
、
３
６
号
尾
小
谷
お
よ

び
３
７
号
部
六
な
ら
び
に
田
上
３
４
号
御
代
田

、
３
６
号
町
田
、
３
８
号
大
坪
、
３
９
号
門
田

、
４
０
号
柿
ノ
木
畑
、
４
３
号
堂
屋
敷
、
４
４

号
恵
寿
母
、
４
５
号
森
畑
、
４
６
号
杉
山
お
よ

び
５
０
号
東
山
な
ら
び
に
東
黒
田
１
３
号
和
田

山
の
各
一
部

�
追
加
す
る
部
分

福
井
県
三
方
上
中
郡
若
狭
町
生
倉
１
８
号
弁

天
の
一
部

３
都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
場
所

福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
土
木
部
都
市
計
画
課

三
方
上
中
郡
若
狭
町
中
央
第
１
号
１
番
地

若
狭
町
建
設
水
道
課

４
縦
覧
期
間

自
平
成
２
０
年
３
月
７
日

至
平
成
２
０
年
３
月
２
１
日
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平
成
二
十
年
三
月
七
日
印

刷

発
行
人

〒
九
一
〇
―
八
五
八
〇

福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
一
七
番
一
号

福

井

県

平
成
二
十
年
三
月
七
日
発

行

印
刷
人

〒
九
一
九
―
〇
四
八
二

福
井
県
坂
井
市
春
江
町
中
庄
六
一
―
三
二

㈱
エ
ク
シ
ー
ト

�
�
五
六
七
八
番
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